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一 般 質 問  〜 市政を問う 〜

　
昨
年
の
6
月
か
ら
道
路
交

通
法
が
改
正
さ
れ
、
自
転
車

は
軽
車
両
に
な
っ
た
。
市
の

対
応
は
。

市
民
協
働
部
長
広
報
紙
へ

の
掲
載
や
、
高
齢
者
を
対
象

に
自
転
車
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

を
活
用
し
た
自
転
車
走
行
の

疑
似
体
験
に
よ
る
交
通
安
全

指
導
を
行
っ
た
。

　
神
戸
地
裁
で
小
学
生
の
男

の
子
が
自
転
車
で
女
性
と
ぶ

つ
か
り
、
死
亡
に
よ
る
家
族

か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
で

9
5
0
0
万
円
を
支
払
う
判

決
が
出
た
。
そ
の
後
の
対
応

と
保
険
の
補
助
は
。

教
育
部
長
交
通
安
全
教
育

の
実
施
と
自
転
車
保
険
の
加

入
促
進
を
考
え
て
い
る
。
保

険
の
補
助
は
難
し
い
。

た
。

　
法
第
10
条
に
地
方
公
共
団

体
に
対
応
要
領
を
策
定
す
る
協

力
義
務
が
あ
る
が
、
策
定
は
。

健
康
福
祉
部
長
策
定
す
る

予
定
だ
。

　
法
第
14
条
に
定
め
る
、
障

が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
に

関
す
る
相
談
及
び
紛
争
防
止

に
対
す
る
整
備
は
。

健
康
福
祉
部
長
県
が
条
例

を
制
定
し
て
お
り
、
県
と
連

携
を
図
り
進
め
る
。

　
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害

者
の
保
護
者
か
ら
「
親
亡
き

　
知
多
市
は
自
転
車
安
全
利

用
の
条
例
で
、
自
転
車
利
用

者
が
自
転
車
損
害
保
険
の
加

入
に
努
め
る
よ
う
定
め
て
い

る
が
、
市
の
考
え
は
。

市
民
協
働
部
長
条
例
制
定

は
考
え
て
い
な
い
。

市
長
安
全
運
転
の
啓
発
に

努
め
た
い
。

障
害
者
の
差
別
を
無
く

す
法
律
は

　
障
が
い
者
へ
の
差
別
禁

止
、
障
が
い
者
の
尊
敬
と
権

利
を
保
障
す
る
障
害
者
差
別

解
消
法
施
行
後
の
市
の
取
組

は
。

健
康
福
祉
部
長
合
理
的
配

慮
を
伴
う
た
め
、
施
設
改
修

と
関
係
職
員
の
研
修
を
行
っ

後
ど
う
な
る
か
」
と
い
う
相

談
が
あ
る
が
、
市
民
へ
の
啓

発
は
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
健
康
福
祉
部
長
親
亡
き

後
の
権
利
を
守
る
た
め
成
年

後
見
制
度
が
あ
り
、
そ
の
福

祉
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
市
長

が
申
立
人
と
な
っ
て
利
用
さ

れ
て
い
る
。

　
市
民
へ
の
啓
発
は
、
広
報

と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載

で
行
っ
て
い
る
。
　
　
　

小学生に9500万円支払い
判決後の対応は

山岡 幹雄 議員

　自転車保険の加入促進を考えた
教育部長

▲障害者差別解消法の啓発資料

▲統計を取っている学校

学　校　名 自転車損害賠償
保険加入率（％）

永和小学校 21.6 
市江小学校 21.6 
佐屋小学校 18.0 

立田南部小学校 17.8 
開治小学校 27.4 

北河田小学校 14.5 
勝幡小学校 5.8 
草平小学校 3.0 

西川端小学校 10.0 
永和中学校 48.0 
佐屋中学校 33.8 
八開中学校 100.0 

佐織西中学校 58.0 


